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台湾の「医療法」の改正 

 

近年、韓国、シンガポール、タイなどのアジアの国々では、高度かつ低価格の医療サー

ビスにより外国人観光客を呼び込むという医療観光産業の発展において高い成果を得てい

る。そのため、台湾政府は、台湾の医療もかなり高い水準を有していることから、医療観

光の発展により外国資本を誘致し、経済発展を促進したいと考えている。 

台湾の現行医療法第４条によれば、私立病院は医者が設立しなければならない。即ち、

医者の資格がない者は私立病院を設立することができない。また、現行医療法において、

病院は営利事業組織ではなく、会社形態で病院を設立することもできない。当然のことな

がら、病院について株式を発行することもできない。 

しかし、医療観光産業を発展させるという目的のため、台湾の行政院は今年３月に医療

法の改正案を可決した。医療法の改正法案の第４条によれば、台湾において私立病院は医

者が設立しなければならないが、国際医療業務を専門に行う病院の場合、会社形態で設立

することができる。さらに、同改正法案の第９０条によれば、台湾の行政院衛生署は、前

記の国際医療業務を専門に行う病院を設立するための特定の区域を指定することができる。 

当該改正法案が立法院を通過すれば、台湾の行政院衛生署が指定する特定の区域内にお

いて、国際医療を専門に行い、外国人の患者を対象とする病院を設立する場合、会社形態

で設立することが可能になる。この場合、病院は株式を発行することができるほか、株主

に対して配当を行うこともできると考えられる。 

会社形態で設立される病院は外国人の患者を対象とするため、改正法案では、会社形態

で設立される病院は台湾の全民健康保険1が適用される病院になることはできないと規定さ

れている。外国人は自己費用のみをもって医療サービスを受けることができる。また、同

法案の規定によれば、外国人患者を対象として会社形態で設立される病院は、行政院衛生

署が許可する範囲内で台湾人に対し医療サービスを提供することができる。但し、この場

                                                  
1 日本における、国民健康保険に相当する。 
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合、台湾人は自己費用で医療サービスを受けなければならず、全民健康保険を適用するこ

とはできない。 

また、医療法において規定される私立病院に対する行政処罰の対象者は、私立病院の責

任者、即ち医者とされているが、医療法の改正法案では、会社形態で設立された病院の場

合、会社が処罰の対象となっている。 

上記の医療法の改正法案に対し、医療は営利の行為であってはならず、医療の目的は人

種や階級を問わず同じ治療を受けられることにある、と批判する人もいる。病院を会社化

させ、かつ外国の富裕層を取り込むことを目的とすることは医療の本質に合致しない、と

いう意見もある。また、特定の区域において外国人の誘致を目的として会社形態で病院を

設立することは、能力の高い医者が当該病院に流れ、裕福な外国人のためにのみサービス

を提供し、台湾人に対する医療サービス水準が低下する可能性がある、という批判もある。 

 医療法の改正法案は台湾の行政院を通過し、立法院における審議に入っている。台湾の

行政院長は、行政院衛生署及び観光局に対し、医療観光産業の発展に力を注ぎ、台湾の医

療観光産業の国際的知名度を高めるよう指示している。しかし、医療法の改正法案につい

て上記のような批判的な世論もあるため、当該法案は台湾の立法院において更に論議され

る可能性がある。 

以上 
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＊本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提

供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によっ

て大きく異なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言

をご希望される方は、弊事務所にご相談ください。 

 


